
公益財団法人静岡県舞台芸術センター定款

第１章 総則

（名称）

第１条 この法人は、公益財団法人静岡県舞台芸術センターと称する。

（事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 この法人は、演劇、舞踊等の舞台芸術に関し、その創造活動等を行うことにより、静岡県の芸術文

化の振興を図り、もって香り高い文化の創出に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(１) 舞台芸術の創造及び公演

(２) 舞台芸術に関する人材の育成

(３) 舞台芸術に関する活動の支援

(４) 舞台芸術関係施設の管理運営

(５) その他目的を達成するために必要な事業

第３章 財産及び会計

（財産の種別）

第５条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の２種類とする。

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(１) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(２) 理事会で基本財産とすることを決議した財産

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持及び処分）

第６条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事

会及び評議員会の承認を要する。

（事業年度）

第７条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第８条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなけれ



ばならない。これを変更する場合も、同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供

するものとする。

（事業報告及び決算）

第９条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(１) 事業報告

(２) 事業報告の附属明細書

(３) 貸借対照表

(４) 損益計算書（正味財産増減計算書）

(５) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

(６) 財産目録

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時評議員会

に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければな

らない。

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款

を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(１) 監査報告

(２) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(３) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(４) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、

毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第４号の書類に記

載するものとする。

第４章 評議員

（評議員の定数）

第11条 この法人に評議員７名以上12名以内を置く。

２ 評議員のうち１名を互選により評議員会会長とする。

（評議員の選任及び解任）

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法

人法」という。）第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(１) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超え

ないものであること。



イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を

維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(２) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総

数の３分の１を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに

あっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則第２条第１項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大学共同利用

機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人であって、総務省設置法

第４条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、

かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）

３ 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

（評議員の任期）

第13条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了

する時までとする。

３ 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新た

に選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第14条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬

等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。



第５章 評議員会

（構成）

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(１) 理事及び監事の選任又は解任

(２) 芸術総監督の選任又は解任

(３) 理事及び監事の報酬等の額

(４) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(５) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認

(６) 貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

(７) 定款の変更

(８) 残余財産の処分

(９) 基本財産の処分又は除外の承認

(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、必要がある場

合に開催する。

（招集）

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求

することができる。

３ 評議員会を招集するには、会議の目的である事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくと

も１週間前までに各評議員に対して通知しなければならない。

４ 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発す

ることができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

（議長）

第19条 評議員会の議長は、評議員会会長が行うものとする。ただし、評議員会会長に事故があるときは、

他の評議員がこれに当たる。

（決議）

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３

分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(１) 監事の解任

(２) 芸術総監督の解任



(３) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(４) 定款の変更

(５) 基本財産の処分又は除外の承認

(６) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 前項の議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員の中から、当該会議において選任された議事録

署名人の２名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第６章 役員等

（役員の設置）

第22条 この法人に、次の役員を置く。

(１) 理事 ６名以上15名以内

(２) 監事 ２名以内

２ 理事のうち１名を理事長、１名を副理事長、１名を専務理事とする。

３ 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第

91条第１項第２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会が別に定める選定基準に基づき、理事会の決議によって理事

の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

３ 副理事長は、芸術局が所掌する業務を執行し、専務理事は、事務局が所掌する業務を分担執行する。

４ 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査

をすることができる。

（役員の任期）

第26条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結



の時までとし、再任を妨げない。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時

までとし、再任を妨げない。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

４ 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができ

る。

(１) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(２) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定め

る報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（役員の責任の一部免除）

第29条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条の規定により、理事及び

監事の同法第111条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額

から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することが

できる。

第７章 理事会

（構成）

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(１) この法人の業務執行の決定

(２) 理事の職務の執行の監督

(３) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(４) 芸術総監督の推薦

（招集）

第32条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

３ 理事会を招集するには、会議の目的である事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも

１週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

（議長）

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに



当たる。

（決議）

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たし

たときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印する。ただし、第33条た

だし書きに該当する場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。

第８章 芸術総監督

（芸術総監督の設置）

第36条 この法人に芸術総監督を１名置く。

２ 芸術総監督は、理事会が推薦し、評議員会において選任して、評議員会会長が委嘱する。

３ 芸術総監督は、第３条の目的を達成するため、第43条に定める芸術局に関し、理事会の承認を経て、次

に掲げる職務を行う。

(１) 芸術局の事業の企画立案

(２) 芸術局の予算案の作成

(３) 芸術局の職員の人事案の作成

４ 芸術総監督が次のいずれかに該当するときは、評議員の３分の２以上の決議に基づいて解任することが

できる。この場合、当該芸術総監督にあらかじめその旨を通知するとともに、解任の決議を行おうとする

評議員会において決議する前に、当該芸術総監督に弁明の機会を与えなければならない。

(１) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(２) 芸術総監督の職務の遂行がこの法人の目的に合致しないとき、又はこの法人の運営に支障をきたす

と認められるとき。

(３) 職務上の義務違反その他芸術総監督としてふさわしくない行為があると認められるとき。

５ 前各項に定めるもののほか、芸術総監督に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第９章 顧問

（顧問）

第37条 この法人に、任意の機関として、３名以内の顧問を置くことができる。

２ 顧問は、理事会の決議によって選任し、理事長が委嘱する。

３ 顧問は、理事長から諮問された事項について参考意見を述べることを職務とする。

４ 顧問は、この法人の業務執行の決定その他の権限を有しない。

５ 顧問は、無報酬とする。



６ 顧問の任期は、第26条第１項の規定を準用する。この場合において「理事」を「顧問」と読み替えるも

のとする。

７ 前各項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 賛助会員

（賛助会員）

第38条 この法人の目的及び事業に賛同してこの法人の活動を支援する個人及び団体を賛助会員とすること

ができる。

２ 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第12条についても適用する。

（解散）

第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められ

た事由によって解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義

務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額

に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する

ものとする。

（残余財産の帰属）

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するも

のとする。

第12章 芸術局及び事務局

（芸術局）

第43条 この法人が行う舞台芸術の創造、舞台芸術に関する人材の育成等の芸術活動を行うため、芸術局を

置く。

２ 芸術局には、局長その他の職員を置く。

３ 芸術局の職員は、副理事長が任免する。ただし、芸術局長については、理事長が任免する。

４ 芸術局の組織及び所掌事務、職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項については、副理事長が別に定

める。ただし、芸術局長の給与に関し必要な事項については、理事長が別に定める。



（事務局）

第44条 この法人の芸術局が所掌する芸術活動以外の事務を行うため、事務局を置く。

２ 事務局には、局長その他の職員を置く。

３ 事務局の職員は、理事長が任免する。

４ 事務局の組織及び所掌事務、職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項については、理事長が別に定め

る。

第13章 公告の方法

（公告の方法）

第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方

法による。

附 則

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める公益法人の設立の登記

の日から施行する。

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法

人の設立の登記を行ったときは、第７条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

３ この法人の最初の理事長、副理事長及び専務理事は、次に掲げる者とする。

理事長 松井 純

副理事長 宮城 聰

専務理事 中沖 英敏

４ この定款は、平成27年4月1日から施行する。

５ この定款は、平成29年6月16日から施行する。

６ この定款は、令和４年４月１日から施行する。







































令和６年度事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

  俳優、専門技術スタッフを擁する本格的な文化事業財団として、舞台芸術の創造と

公演活動を行うとともに、優れた舞台芸術の紹介や舞台芸術家の育成を図り、もって

国内外への積極的な情報発信に努め、静岡県の香り高い文化の創出に寄与する。 

 

Ⅱ 財団の運営 

 １ 理事会・評議員会の開催 

   財団の基本方針、事業計画、予算などを議決するために、理事会、評議員会を開

催し適切な運営に努める。 

 

 ２ 組織体制 

   令和６年度の事務局及び芸術局の組織は、下図のとおりとする。 
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           ７                   60 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 理事、評議員の人数は令和６年３月１日時点の人数による。理事の人数は理事

長、副理事長及び専務理事を含む 

※２ 芸術局長は制作部に再掲 

※３ 令和６年２月 1 日現在の創作・技術部、演技部の俳優等の短期契約を含む人数による 
 

 

評議員会(9) 

   副理事長兼芸術総監督(1) 

芸術局長 

 
総務課長 １ 

係  長 ３ 

（以上県派遣） 
契約職員 ３ 

 
制作部  文芸部  創作・技術部  演技部 

 
１５※２  ３    ２５※３    １７※３ 

 

芸術局 

理事長(1)    

（非常勤）  

顧問（1） 

 専務理事兼事務局長(1) 

事務局 
総務課 

理事会(12)※１ 

監事（2） 



 ３ 財産の運用 

   財団の基本財産、積立資金及び運用財産については、資産運用規程に基づき、国

債、公債又は定期預金等の元本返還が確実な方法で運用に努める。 

 

 ４ 事業計画 

 【公益事業】 

   舞台芸術の創造と公演活動や、優れた舞台芸術の紹介、舞台芸術に関する人材の

育成、舞台芸術活動の支援を行うことで、芸術文化の振興を図り、静岡県を『演劇

の都』とすることで、世界各国の文化との交流の促進や、優れた特徴ある静岡県の

情報を国内外に発信する事業を実施する。 

（１） 舞台芸術の創造と公演 

  ア 舞台芸術作品の創造と公演 

  （ア） ふじのくに⇄せかい演劇祭２０２４ 

静岡から世界に向けて情報発信する国際的な舞台芸術の祭典 

 

時 期 内   容 会 場 

４月 27 日(土)～

５月６日(月・振

休) 

『かもめ』（ドイツ） 

『友達』（静岡・鳥取） 

『楢山節考』（富山） 

『マミ・ワタと大きな瓢箪』（フランス） 

静岡芸術劇場 

舞台芸術公園 

グランシップ 

 

  （イ）ふじのくに野外芸術フェスタ２０２４における公演 

     駿府城公園での取組に加えて、浜名湖花博２０２４会場において公演を行う

など、県内で広域にふじのくにの魅力を発信し、国内外からの誘客・交流人口

のさらなる拡大や賑わいの創出を図る。 

時 期 内   容 会 場 

５月３日(土・祝)

～６日(月・振休) 
『白狐伝』の公演 

駿府城公園 

紅葉山庭園前広場 

５月 25 日(土) 
浜名湖花博会場 

(浜名湖ガーデンパーク) 

５月４(土・祝)～

６日(月・振休) 

『ストレンジシード静岡 2024』

の開催 

駿府城公園各所 

静岡市役所前ほか 

    

 

 

 

 

 

 



  （ウ） 秋→春のシーズン公演 

    10 月から３月にかけて、『イナバとナバホの白兎』、『象』、『メナム河の日本人』

の３演目を上演する。 

      

   （エ）「TECH BEAT Shizuoka 2024」における公演 

        県内企業と首都圏を中心としたスタートアップ企業とのビジネスマッチング

を促すイベント「TECH BEAT Shizuoka 2024」にて、ＳＰＡＣの公演を実施する。 

 

  （オ）出張公演 

時 期 内   容 会  場 

１２月 『イナバとナバホの白兎』 
浜松市福祉交流センター（浜松市） 

沼津市民文化センター（沼津市） 

 

 （エ）県外公演 

時 期 内   容 会  場 

５月 『友達』 
鳥の劇場（鳥取市） 

米子市文化センター（米子市） 

９月 『象』 利賀芸術公園内（富山県南砺市） 

 

 （オ）海外公演 

時 期 内   容 会  場 

６月 『天守物語』 
孤独外劇場（アウト・ライブラリ・シア

ター）（中国） 

 

  （カ）ふじのくに⇄せかい演劇祭２０２５の開催準備 

     令和７年度に開催する「ふじのくに⇄せかい演劇祭２０２５」の内容検討や 

広報等の準備を行う。 

 

 イ その他の取組 

   （ア）「おはなし劇場」 

    子育て世代の親子を対象とし、絵本の読み聞かせとは違い、俳優の声と音楽で

つくる物語の世界を創作し、親子に演劇について理解を深めてもらう。 

 

   （イ）「出張劇場・出張朗読公演」 

    自治体等が主催する各種イベントにおいて、ＳＰＡＣならではのパフォーマン

スを実施する。 

 

 

 



   （ウ）インクルーシブシアター「てあとるてをとる」 

    乳幼児と保護者や、障がい者とその補助者を対象としたバリアフリーなインク

ルーシブシアターを創作、上演する。静岡芸術劇場での上演のほか、特別支援学

校等でのアウトリーチ活動を行う。 

 

 （２）舞台芸術に関する人材育成 

   ア「中高生舞台芸術鑑賞事業」の実施 

県内の中学生及び高校生に、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するため、

静岡芸術劇場に加えて、東部、西部地区にＳＰＡＣのサテライト会場と位置付け

る拠点を設け、取組をより充実強化していく。 

時 期 演  目 公演数 会  場 

10 月～３月 

『イナバとナバホの

白兎』 

『メナム河の日本人』 

51 回※ 

静岡芸術劇場 

浜松市福祉交流センター(西部拠点) 

沼津市民文化センター(東部拠点) 

                            ※ 公演数は３月１日現在 

イ ＳＰＡＣ演劇アカデミーの実施 

少数精鋭の高校生たちがＳＰＡＣの俳優・スタッフ等による指導の下で演劇を

学ぶ高校生を対象とした１年制の演劇塾。演技の基礎に加えて、上演に向けての

稽古や、教養・英語・小論文の学習等により、思考力・対話力を養う。 

時 期 内  容 会 場 

４月～３月 
 実技 

 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ映画で学ぶ英語 等 

舞台芸術公園 

楕円堂 ほか 

 

ウ ＳＰＡＣシアタースクールの開催 

県内の中学１年生から高校２年生の子どもとその保護者を対象に、講義や実技、

鑑賞を通じて演劇の魅力をより深く体験してもらうプログラムを実施する。 

また、最終日には、静岡芸術劇場でその成果を発表する。 

時 期 募集人員 対 象 者 内  容 

８月 30 人程度 
中学１年生から高校

２年生とその保護者 

演劇の基本学習、稽古、作

品制作、発表 

 

エ 「スパカンファン‐プラス・プロジェクト」の実施 

新しい舞台を創造するため、フランスの振付家メルラン・ニヤカム氏を迎え、

国際的共同制作プロジェクトを実施する。具体的には、55 歳以上のダンサーた

ちと静岡県の中高生が出会う事業として、新たな作品等を創造する。 

時 期 演  目 公演数 会  場 

８月 ワークインプログレス成果発表会 ２回 舞台芸術公園 

 

 



オ 「高校演劇支援事業」の実施 

ＳＰＡＣのスタッフや俳優の指導の下、稽古場などプロの現場を多面的に体験

し、演出家・俳優・スタッフの役割や、演技、演出、スタッフワークなどを学ぶ

１日演劇学校を開催する。 

時 期 対象者 回数 会  場 

２月 県内の高校演劇部員 ２回 舞台芸術公園 

  

   カ おやこ小学校 

小学生とその親が“同級生”として授業に参加し、同じ目線に立って共に学ぶ

連続プログラム。静岡芸術劇場のほか、沼津、浜松でも実施する。 

 

 キ「放課後えんげき教室」 
小学生の子どもが過ごす「放課後こども教室」や「放課後児童クラブ」において、

ＳＰＡＣの俳優やスタッフが培ってきた経験や技術をもとにワークショップを実施

する。 
 

ク「みんなで育てよう！ダンスの種プロジェクト」 

ＳＰＡＣのスタッフをダンスの講師として学校に派遣し、子どもたちがコンテ

ンポラリーダンスを通して、身体と音楽で遊び、作品を創作するダンス教育の指

導を支援する。 

 

ケ「子どもが文化と出会う機会創出事業」 

    静岡県の委託を受けて、県内の学校等で行う演劇・ダンスのワークショップや

部活動指導等の学校訪問プログラム、中学生、高校生に向けた県内出張公演を実

施する。 

 

   コ 海外からの教育旅行の受け入れ 

    海外からの教育旅行を積極的に受け入れる。令和６年度は中国のミュージカル

学校及びフランス・ルーアン市のコンセルヴァトワールの受け入れを予定して

いる。 

 

（３） 舞台芸術に関する活動の支援 

ア 「ＳＰＡＣ県民月間」の開催 

県内を中心に演劇やダンス、音楽等の舞台芸術活動を行っている団体の中から

“ＳＰＡＣ県民劇団”を募集し、同団体が行う創造・上演活動を支援する。 

時 期 内  容 公演数 会  場 

８月・２月 

県内の団体による演劇・ダンス公演 

上演にあたり、ＳＰＡＣの照明・音響・

制作の面で協力する。 

未定 舞台芸術公園 



 

イ 「人材派遣と技術支援」の実施 

県内の大学や公共ホールなどへＳＰＡＣ専属スタッフ等を講師として派遣す

るなど、他団体が行う舞台公演の支援を行う。 

 

ウ ミニミュージアムてあとろんの運営 
舞台芸術公園の魅力向上と舞台芸術への理解醸成を図るため、舞台芸術の歴史や

ＳＰＡＣの歩み等を掲示するミニミュージアムを運営する。 
 

エ 「舞台芸術に関する論考テキスト」の発行 

現代社会における舞台芸術の役割を多角的に検証するため、「ふじのくに⇄せか

い演劇祭」や「秋→春のシーズン」のテーマ等について、各界の専門家による対

談や論考を掲載したテキスト等を発行する。 

（４） 静岡県舞台芸術公園の管理（県からの指定管理業務） 

  県から指定管理者の指定を受け舞台芸術公園の維持管理業務を実施する。 

指定管理業務の内容 

施設内整備 電機設備保守点検 舞台音響設備保守点検 

施設内清掃 給水設備保守点検 舞台機構設備保守点検 

空調設備保守点検 汚水処理施設保守点検 植栽等園地管理 

消防設備保守点検 舞台照明設備保守点検 公園内施設の各種修繕 

（５）賛助会員及びＳＰＡＣの会の募集 

観客とＳＰＡＣとの交流を深めるため、会員の増加に向けて、積極的に法人等へ

の営業活動を行う。 

   

【収益事業】 

（１） 「カフェ・物販事業」の実施 

舞台芸術への理解や知識を深めるとともに、ＳＰＡＣの活動に親しみを持つ 

ことを目的に、書籍、Ｔシャツ等の作成・販売やカフェの営業等を行う。 

 

（２） 「静岡県舞台芸術公園飲料自動販売機設置運用事業」の実施 

静岡県舞台芸術公園の利用者サービスの向上と当法人の収入増を図るため、 

静岡県舞台芸術公園に飲料自動販売機を設置し運用する。 

※ 収益事業の利益は、公益事業の財源とする。 



(単位：千円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 5,808 5,808 0

基本財産受取利息 5,808 5,808 0

基本財産売却益 0 0 0

特定資産運用益 0 0 0

特定資産受取利息 0 0 0

受取会費 9,000 9,000 0

受取会費 9,000 9,000 0

事業収益 62,880 69,360 △ 6,480

入場料収益 18,010 18,060 △ 50

出演料収益 34,870 45,300 △ 10,430

参加料収益 1,000 1,000 0

販売収益 500 500 0

その他の収益 500 500 0

派遣収益 8,000 4,000 4,000

受取補助金等 469,297 501,700 △ 32,403

受取補助金 235,000 235,000 0

受取国庫補助金 53,000 53,000 0

受取受託金 171,297 203,700 △ 32,403

受取民間助成金 10,000 10,000 0

受取負担金 15,000 36,951 △ 21,951

受取負担金 15,000 36,951 △ 21,951

受取寄付金 20,300 20,300 0

受取寄付金 300 300 0

受取寄付金振替額 20,000 20,000 0

　（基本財産取崩振替額）

雑収益 1,500 200 1,300

雑収益 1,500 200 1,300

経常収益計 583,785 643,319 △ 59,534

収支予算書（当初予算）
令和6年４月１日から令和7年３月31日まで

科     目 当年度当初予算 前年度当初予算 増減



(単位：千円）

収支予算書（当初予算）
令和6年４月１日から令和7年３月31日まで

科     目 当年度当初予算 前年度当初予算 増減

（２）経常費用

事業費 551,785 611,319 △ 59,534

報酬 240,164 260,938 △ 20,774

給料手当 30,500 32,500 △ 2,000

退職給付費用 0 0 0

賞与引当金 1,600 1,600 0

福利厚生費 5,158 5,158 0

旅費交通費 16,968 28,170 △ 11,202

通信運搬費 5,500 7,000 △ 1,500

減価償却費 3,158 3,158 0

消耗品費 8,984 22,482 △ 13,498

修繕費 12,163 12,663 △ 500

印刷製本費 5,186 6,186 △ 1,000

光熱水料費 24,823 24,823 0

使用料及び賃借料 30,221 31,492 △ 1,271

保険料 1,531 2,031 △ 500

災害保険料 547 547 0

諸謝金 26,813 31,813 △ 5,000

租税公課 4,969 4,969 0

支払負担金・補助金・交付金 11,500 14,387 △ 2,887

支払利息 500 656 △ 156

委託費 116,000 114,999 1,001

雑費 500 757 △ 257

食料費 1,000 2,078 △ 1,078

手数料 4,000 2,912 1,088



(単位：千円）

収支予算書（当初予算）
令和6年４月１日から令和7年３月31日まで

科     目 当年度当初予算 前年度当初予算 増減

管理費 32,000 32,000 0

報酬 0 0 0

役員報酬 500 400 100

会議費 300 300 0

給料手当 12,928 13,928 △ 1,000

退職給付費用 332 332 0

賞与引当金 400 400 0

福利厚生費 3,024 3,024 0

旅費交通費 200 112 88

通信運搬費 177 177 0

減価償却費 0 0 0

消耗品費 441 541 △ 100

修繕費 50 126 △ 76

印刷製本費 5 5 0

光熱水料費 6,303 6,303 0

使用料及び賃借料 1,654 1,654 0

保険料 100 119 △ 19

災害保険料 204 197 7

諸謝金 22 22 0

租税公課 414 414 0

支払負担金・補助金・交付金 145 145 0

支払利息 0 0 0

委託費 4,500 3,500 1,000

雑費 16 16 0

食料費 9 9 0

手数料 276 276 0

経常費用計 583,785 643,319 △ 59,534

当期経常増減額 0 0 0



(単位：千円）

収支予算書（当初予算）
令和6年４月１日から令和7年３月31日まで

科     目 当年度当初予算 前年度当初予算 増減

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

一般正味財産期首残高 9,259 9,259 0

一般正味財産期末残高 9,259 9,259 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額 20,000 20,000 0

当期指定正味財産増減額 △ 20,000 △ 20,000 0

指定正味財産期首残高 1,269,483 1,289,483 △ 20,000

指定正味財産期末残高 1,249,483 1,269,483 △ 20,000

Ⅲ　正味財産期末残高 1,258,742 1,278,742 △ 20,000

（注記事項）　

1 借入金限度額 200,000千円

（特定費用準備資金繰越予定額）

（特定費用準備資金取崩計画額）


